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こ
の
計
画
で
は
、
次
の
５
つ
の

基
本
方
針
に
基
づ
き
、
高
齢
者
福

祉
施
策
の
一
層
の
充
実
に
取
り
組

み
ま
す
。

　

い
き
い
き
と
自
立
し
た
生
活
を

送
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
の
が
健

康
で
す
。
疾
病
予
防
に
努
め
、
い

つ
ま
で
も
健
や
か
に
生
活
で
き
る

よ
う
に
支
援
し
ま
す
。

　

ま
た
、
す
べ
て
の
高
齢
者
を
対

象
に
し
た
介
護
予
防
事
業
に
取
り

組
み
ま
す
。

　

介
護
・
介
助
が
必
要
と
な
っ
て

も
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

や
家
庭
で
安
心
し
て
生
活
が
送
れ

る
よ
う
、
地
域
全
体
で
支
え
る
体

制
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

地
域
の
社
会
資
源
を
い
か
し
、

切
れ
目
な
く
高
齢
者
の
生
活
を
支

え
る
地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
を
図

る
と
と
も
に
、
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
や
認
知
症
高
齢
者
、
家
族
介

護
者
等
へ
の
支
援
に
取
り
組
み
ま

す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
世
代
が
お
互
い
に

支
え
あ
う
地
域
づ
く
り
は
、
こ
れ

か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
す
。

　

地
域
が
連
携
し
て
高
齢
者
を
支

援
す
る
体
制
づ
く
り
、
ま
た
、
住

民
主
体
の
地
域
福
祉
活
動
な
ど

「
地
域
力
」
が
向
上
す
る
こ
と
を

支
援
し
て
い
き
ま
す
。

　

高
齢
者
が
培
っ
た
豊
か
な
経
験

や
能
力
・
技
術
を
積
極
的
に
い
か

し
て
も
ら
う
こ
と
が
今
後
ま
す
ま

す
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

地
域
社
会
活
動
、
就
労
、
生
涯

学
習
な
ど
、
高
齢
者
の
社
会
参
加

と
自
己
実
現
の
機
会
の
充
実
に
取

り
組
み
ま
す
。

　

介
護
が
必
要
と
な
っ
て
も
、
地

域
や
家
庭
で
の
生
活
が
継
続
で
き

る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、
介

護
保
険
制
度
の
円
滑
な
推
進
に
向

け
た
環
境
整
備
を
進
め
ま
す
。

　

計
画
中
に
、
地
域
密
着
型
老
人

福
祉
施
設
、
小
規
模
多
機
能
居
宅

介
護
事
業
所
の
整
備
を
進
め
ま
す
。

住
み
慣
れ
た
地
域
で

い
つ
ま
で
も
生
活
で
き
る

地
域
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す

健
康
づ
く
り
・

介
護
予
防
の
推
進

地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進

と
も
に
生
き
る
豊
か
な

地
域
社
会
づ
く
り

社
会
参
加
・

生
き
が
い
づ
く
り
の
促
進

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に

よ
る
安
心
基
盤
づ
く
り

本市も超高齢社会を迎え、高齢化にともない生じるさまざまな課題
に応えながら、必要な施策を講じていくことが求められています。
この計画では、高齢者保健福祉施策の基本方針を設定し、その実現
に向けて平成24年度から26年度までを事業年度とする「高齢者保
健福祉・介護保険事業計画」を策定しました。
★介護いきがい課☎㉕１７１９

■介護給付費等の実績と見込み
第４期サービス給付費総額は、
約１２２億６，８００万円です。
第５期は、１５５億４００万円
を見込んでいます。

■高齢者人口の見込み
65歳以上の高齢者人口は、平成24年から26年にかけて、
前期高齢者では977人の増加、後期高齢者では188人の増
加が見込まれます。

第６次高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画
～子どもからお年寄りまで、健やかで安心して暮らせるまちの実現に向けて～

0

10

20

30

40

50

60
（億円）

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

地域支援事業

高額介護費等

介護給付費

予防給付費

第4期計画期間
122億6,800万円

第5期計画期間
155億400万円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（人）

平成19年

7,700

8,780

7,876

8,966

8,142

9,184

8,409

9,213

8,647

9,119

8,777

9,444

8,901

9,881

8,965

10,421

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

後期高齢者（75歳以上）
前期高齢者（65歳から75歳未満）



平成24年5月1日号3

　

今
期
の
第
１
号
被
保
険
者
の
保

険
料
は
、
今
後
３
年
間
の
高
齢
化

の
動
向
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

見
込
み
な
ど
か
ら
、
月
額
基
準
額

４
、
９
０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

前
期
の
保
険
料
は
、
国
か
ら
の

処
遇
改
善
臨
時
特
例
交
付
金
や
、

市
の
介
護
給
付
準
備
基
金
の
取
り

崩
し
に
よ
り
３
、
６
０
０
円
に
引

き
下
げ
て
い
ま
し
た
。
今
期
は
、

介
護
給
付
準
備
基
金
の
残
高
が
少

な
く
、
保
険
料
を
軽
減
す
る
た
め

の
財
源
に
は
な
ら
ず
、
保
険
料
の

上
昇
率
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

第
５
期
介
護
保
険
料

月
額
基
準
額
は
４
、９
０
０
円

保
険
料
は
、負
担
能
力
に

応
じ
て
11
段
階
に
細
分
化

　

介
護
保
険
料
は
、
基
準
額
を
も

と
に
、
所
得
に
応
じ
て
段
階
的
に

調
整
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
期
の
保
険
料
は
、
国
基
準
の

６
段
階
を
基
本
に
考
え
、
市
民
税

課
税
所
得
者
の
人
に
つ
い
て
は
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
設
定
と
し
、

11
段
階
に
細
分
化
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え

る
た
め
、
県
か
ら
財
政
安
定
化
基

金
の
取
崩
し
に
よ
る
交
付
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
本
市
で
は
、
こ
の
基

金
の
交
付
に
よ
り
、
保
険
料
が
約

50
円
軽
減
さ
れ
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
料
は
、前
年
の
所
得（
収

入
）
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
決
定
通
知
は
、
納
付

書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
人（
普

通
徴
収
）
に
は
７
月
中
旬
に
、
年

金
か
ら
差
し
引
か
せ
て
い
た
だ
く

人
（
特
別
徴
収
）
に
は
８
月
上
旬

に
通
知
し
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
の
人
で
、
仮

徴
収
額
（
４
・
６
・
８
月
）
と
本

徴
収
額
（
10
・
12
・
２
月
）
が
大

き
く
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

人
に
つ
い
て
は
、
天
引
き
さ
れ
る

額
が
年
間
を
通
じ
て
で
き
る
だ
け

均
等
（
平
準
化
）
に
な
る
よ
う
に
、

６
月
と
８
月
の
仮
徴
収
額
を
変
更

す
る
処
理
（
保
険
料
の
平
準
化
）

を
行
い
ま
す
。
該
当
と
な
る
人
に

は
、
６
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。

保
険
料
決
定
通
知

■第１号被保険者介護保険料（平成２４年～２６年）

所得段階 基  準
保険料

率 月額 年額

第１段階 ・生活保護受給者の人
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人 0.50 2,450 29,400

第２段階 ・世帯全員が市民税非課税の人で、本人の前年度の合計所得金額と前年
度の課税年金収入額の合計が80万円未満の人 0.50 2,450 29,400

第３段階 ・世帯全員が市民税非課税の人で、第２段階に該当しない人 0.75 3,675 44,100

特例　　   
第４段階

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本
人の前年度の合計所得金額と前年度の課税年金収入額の合計が80万円
未満の人

0.95 4,655 55,860

第４段階 ・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第
４段階特例に該当しない人 1.00 4,900 58,800

第５段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が190万円未満の人 1.25 6,125 73,500

第６段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が190万円以上300万円
未満の人 1.50 7,350 88,200

第７段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が300万円以上400万円
未満の人 1.60 7,840 94,080

第８段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が400万円以上500万円
未満の人 1.70 8,330 99,960

第９段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が500万円以上600万円
未満の人 1.80 8,820 105,840

第10段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が600万円以上800万円
未満の人 1.90 9,310 111,720

第11段階 ・本人が市民税課税で、前年度の合計所得金額が800万円以上の人 2.00 9,800 117,600

※介護保険制度は、高齢社会を社会全体で支えていく社会保障制度です。

介護保険料と公費で運営
介護保険制度は、被保
険者のみなさんに納め
ていただく保険料と公
費で運営しています。
介護保険制度を支える
ために、介護保険料は
40歳以上の人全員に納
めていただいています。

65歳以上の
人の保険料
21％　

40～64歳の
人の保険料

29％

市区町村
の負担金
12.5％

都道府県
の負担金
12.5％

国の負担金
　20％

調整交付金
5％

介護保険
の
財源

介護保険の財源は…


